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令和２年１２月２２日

一般社団法人石川県建設業協会事務局長

　

殿

石川労働局労働基準部健康安全課長

剥離剤を使用した塗料の剥離作業に関連した

労働安全衛生法施行令等の改正について

　

平素から建設業に従事する労働者の安全及び健康確保対策に格段の御理解、御協力

を賜り厚く御礼申し上げます。

　

さて、 令和２年１１月５日付け事務連絡「剥離剤を使用した塗料の剥離作業における

労働災害防止について」をもって、橋梁等の塗料を剥がす作業や石綿を含有する建築

用仕上塗材を除去する作業に使用される剥離剤の労働災害防止対策について情報提

供させていただきました。

　

今般、令和２年１２月２日に公布されました労働安全衛生法施行令の一部を改正する

政令 （令和２年政令第３４０号） 及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令 （令和２

年厚生労働省令第１９３号） により、 剥離剤に含まれペンジルアルコール及び当該物質

を１パーセント以上含有する製剤その他のものについては、 譲渡し、 又は提供する場

合のラベル表示、 安全データシート（ＳＤＳ） の交付等が義務付けられるとともに、
製造又は取り扱いの際のリスクアセスメントの実施が義務付けられ、令和３年１月１

日から施行されることとなりました。 （一部経過措置により令和３年７月１日から施

行）

　

つきましては、改正内容を別添１のとおり情報提供いたしますので、貴機関におか

れましては、ペンジルアルコールを含有する剥離剤を使用する建設工事を発注される

場合には、上記事務連絡の労働災害防止対策に加えて、安全データシートに基づく化

学物質対策にご留意していただきますとともに、受注者に対しては、化学物質に係る

リスクアセスメントを実施し、適切な安全衛生対策を講じるよう要請していただきた

くお願い申し上げます。

　

なお、 参考資料として、 本改正に係る周知用リーフレット （別添２） のほか、 本改

正をもって修正されました剥離剤による労働災害防止対策に係るリーフレット（別添

３） を送付いたしますので、 ご活用のほど宜しくお願いいたします。

【担当】
石川労働局労働基準部健康安全課
地方労働衛生専門官
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別添１

基発 １２１４

　

第 １ 号

令和２年１２月 １４日

都道府県労働局長

　

殿

厚生労働省労働基準局長
（

　

公

　

印

　

省

　

略

　

）

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則の
一部を改正する省令の施行について

　

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令（令和２年政令第 ３４０ 号。 以下
「改正政令」という。）及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令 （令和２年
厚生労働省令第１９３号。 以下「改正省令」という。） が令和２年１２月２日に公布
され、令和３年１月１日から施行することとされたところである。改正政令及び
改正省令の趣旨、要点等については、下記のとおりであるので、その施行に遺漏
なきを期されたい。

　

併せて、本通達記載の内容については、別添のとおり、関係事業者等団体の長
宛て傘下会員事業者への周知等を依頼したので了知されたい。

記

第１

　

改正の趣旨

　

１

　

改正政令の趣旨

　　

本改正は、「令和２年度第２回化学物質のリスク評価に係る企画検討会」

　　

（令和２年９月４日開催） の議論を踏まえ、 ペンジルアルコールを以下の

　　

（１）から（３）までの措置の対象となる物質（以下「対象物質」という。）

　　

として追加するため、 必要な改正を行うものである。

　

（１） 労働安全衛生法 （昭和４７年法律第５７号。 以下 「法」 という。） 第５７条

　　

第１項の規定による化学物質の名称等の表示 （ラベル表示）

　

（２） 法第５７条の２第１項の規定による化学物質の名称等の通知 （安全デー

　　

タシー ト （ＳＤＳ） の交付）

　

（３） 法第５７条の３第１項の規定による化学物質の危険性又は有害性等の調

　　

査等 （リスクアセスメントの実施等）

２

　

改正省令の趣旨



　

本改正は、ＧＨＳ（化学品の分類および表示に関する世界調和システム） に

基づく分類を踏まえ、労働安全衛生規則（昭和４７年労働省令第３２号。以下

「則」 という。） 別表第２において、 ペンジルアルコールを含有する製剤そ

の他の物に係る裾切値 （対象物質を含有する製剤その他の物中の当該対象

物質の含有量がその値未満の場合、名称等の表示義務等の対象とならない

値） を設定するものである。

第２

　

改正の要点

　

１

　

施行期日及び経過措置

　　

施行期日は令和３年１月１日としたこと。ただし、改正政令の施行の際現

　

に存在するペンジルアルコールについては、 名称等の表示義務に係る法第

　

５７条第１項の規定は、 令和３年６月 ３０日まで適用しないこととしたこと。

２

　

改正政令関係

（１） 基本的事項

ア

　

改正の基本的な内容

　　　

労働安全衛生法施行令（昭和４７年政令第３１８号。以下「令」という。）

　　

別表第９に 「ペンジルアルコール」 を追加 したこと。

　　　

なお、「ペンジルアルコール」 は、 当該化学物質による労働災害事案

　　

が多発していることから追加 したものであること。

　

イ

　

事業者が実施すべき事項についての基本的な考え方

　　

ペンジルアルコールについて事業者が実施すべき事項に係る基本的

　　

な考え方は、 本通達によるほか、「労働安全衛生法及び作業環境測定法

　　

の一部を改正する法律の施行について」（平成１２年３月 ２４日付け基発

　　

第１６２号）及び「労働安全衛生法施行令及び厚生労働省組織令の一部を

　　

改正する政令等の施行について （化学物質等の表示及び危険性又は有

　　

害性等の調査に係る規定等関係）」（平成２７年８月３日付け基発０８０３第

　　

２号） 等によるべきものであること。

　

ウ

　

留意事項等

　　　

ペンジルアルコールは、職業性疾病（慢性）に関して安全に使用する

　　

ための基準が示されている物質である一方、 令別表第９に掲げる物以

　　

外の物質には危険有害性が不明なものがあるため、事業者に対して、対

　　

象物質以外であっても危険有害性が不明な物質への代替を推奨するも

　　

のではないことに留意すること。

（２）細部事項

　

ア

　

塗料の剥離及びかき落とし作業について



　　

「剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について」

　

（令和２年８月１７日付け基安化発０８１７第２号 （令和２年１０月１９日

　

一部改正）。 以下 「課長通知」 という。） の記の２ （２） に則ったばく

　

露防止のための措置を行うこと。
イ

　

ベンジルアルコールを含有する剥離剤の取扱い作業において講ずべ

　

き措置

　

剥離剤にペンジルアルコールが含有されている場合は、課長通知の
記の３ （１） イに則った措置を講ずること。

改正省令関係
ペンジルアルコールのＣＡＳ番号及び裾切値は別紙のとおりであること。

３



匪回

ペ ンジル アルコー ル の

　

ＣＡＳ 番 号及 び裾切 値

物質名 ＣＡＳ番号

裾切値

　

表示

　

（重量％）

（則第３０条関係）

　　

通知

　　

（重量％）

（則第３４条の２関係）

ペ ンジノレアノレコーノレ １００－５１－６ １％未満 １％未満

※

　

上記のｃＡｓ番号は例示であり、 上記に記載の無いＣＡＳ番号のペンジルアルコールを含有

　

する製剤その他の物が存在する場合もあること。
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． 大
阪
中
東
庇
区
中
道
２
丁
１１
２４

番
器
‐
１ １０ ５

号

　

裡
止
己

　

＝“ 不ｕ ５８
年
１
月
２９

ｎ
生

体
所

　

， 大
阪
市
平
野 ・
区
平
野
宮 １ １１

１
丁
［
６
番
；；

－
↓ ００ ２

　

　

朴
功
孝

　

昭
和
２ ８

年
１ ２

月
ｆｉ
ｎ
生

　

命
鈴
汀

　

昭
和
３０

年
６
月
ｉｏ

ｎ
生

体
所

　

， 大
阪
市
天
工
守
区
た
本
町
６
丁
ｎ
３， 番

３１
一
１０２２

　

号 ・

　

廉
中

江

　

昭
ギｎ

５
ヰ
１ １

月
１５

日
′ｉ↑

住
所

　

大
阪
市
住
之
江
区
安
富
２

ｉ ．
日

３
番
′１

号
李

点
幸

　

昭
和
５
２
年
５

月
２３

日
′１

住
所

　

大
阪
市
北
区
長
柄
－１ ．

２
丁
目
１
番
２′ １

ー
１（Ｋｉ ｌ

号

　

金
直

樹

　

昭
和
６
０
年
１ （｝“

１ １
日
′ー：

｛上
所

　

大
阪
市
都
島
区
毛
馬
町
２

ｉ ．
日
１１

番
ｕ

－
９
図

号

　

成
浩

・
“
麻
ｕ ３

２
年
１１

月
ｌ
ｎ
生

成
賞
美

　

平
成
２

年
２

月
１ｇ

ｎ
生

住
所

　

大
阪
市
東
住
吉
区
今
林
４
丁
ｎ
２
番
目；

サ
婆

政
美

　

＝
瀞
ｕ ４ ７

年‐
７
月
２８

１ １
生

． 住
所

　

大
阪

中
平
野
区
加
美
北
１
丁
ｎ
ｉｌ

番
ｉ ７

－
ＳＯＳ

号
蟻
ナ
ギ
サ

　

昭
和
５７

年
１ ０

月
５
ｎ
生

住
所

　

大
阪
市
北
区
同
心
１

」 ．
目

２
馨

６
一
１ １

０５
号

李
冊

建

　

昭
和
５
５
年

３
月
２７

日
′１；

住
所

　

大
阪
市
′１ ：．

野
区
巽
東
じ
ヨ
．
目
１３

篭
雄
一
８０′ １

弓 ・
金
正
勝

　

昭
和
３８

年
１〔

川
１０

日
′１二

住
所

大
阪
市
鶴
見
区
緑
２
Ｊ
甘

２
香
２
一
１０ ２

号
金
源

　

平
成
６
年
５
月
２９

日
生

住
所「

　

大
阪

府
和

泉
市

い
ぶ

き
野
′ Ｉ

　

Ｊ ．
日
１

曇
′ １

一
ｌ
ｏｌ ｌ

　朴
節
港

　

＝”ネ
勝
１
年
７
月
１ ３

ｎ
生

　

． 丈
洋

子

　

”
瀞
ｕ
５４

年
１
月
２３

１ １
生

朴
侵
衣

　

平
成
２７

年
７
月
ｉ４１ １

生
朴
芽
依

　

平
成
３０

年
６
月
２ｉ

ｎ
生

体
所

　

大
阪
府
茨
木
中
畑
川
町
蹄
番
２
サ

朴
徹
也

　

昭
和
１ ２

ヰ
８
月
１
日
′ー ：

住
所

　

堺
市
北
区
白
舌
鳥
赤
畑
町
３
一 ・１３８

母
地
１

金
出

軍

　

昭
和
６ ２

年
７
月

ィ
日
′１：

住
所

　

大
阪
市
′に

野
区
小
脇
東
２
」
旨

３
器
２７

号
商

英
吾

　

昭
和
５
０
年
９
月
３０

日
′１，．

住
所

　

大
阪
市
′１ ’野

区
小
路
１

」 ．
日

５
番
２３

号

新
庄
巻

　

昭
和
村
年
１ １

月
３０

日
′１：

住
所

　

大
阪
市
′１ ′

野
区
小
脇
東
２
」
甘
２２

曇
２０

号

　

両
１肝

腎

　

曙
和
′１
帥
≦
６
月

９
日
′ｌｒ

住
所

　

大
阪
中
天
工
寺
区
小
橋
町
鷹
番
１２

一
８０２

サ

　

李
峯
代

１ １”
和
３９

年
８
月
路
ｎ
生

呉
尊
大
郷

　

平
成
８
年
８
月
１２

ｎ
主

　

翼
康
次
郎

　

半， 成
９
年
９
月
２ ６

ｎ
生

体
所

　

大
阪
府
来
大
阪． 中

菱
原
画
１
丁
ｎ
１ ２， 番

ｉｓ
号

　

帯
日
枇

　

昭
和
Ｓ、
昨‐

８
月
２ ５

ｎ
生

　

命
学
窓

　

昭
和
４４

年
３
月
４
１ １

生

　

轡
晴
善

　

平
隣
８
年
即
月
９
［
生

住
所

東
京
都
西
東
京
市
宮
十
町
４
丁
［
１２． 番

１ １
号

　

暫
客
福

　

平
成
１５

年
４
月
１ ２

ｎ
生

住
所

堺
市
中
区
｛
恩
を
７６４

番
地
ｉ２

　

許
基
好

　

＝
桝
ｕ ｓｌ

年
１２

月
２｛｝

［
生

住
所

　

堺
市
灼
区
婦
上
緑
町
３

」 ・１１
番
１９

号 ・

　

姿
鷹
写 月

　

間
ネ
ｕ ５

２
年

７
月
２０

ｎ
生

住
所

　

大
阪
中
城
東
区
鴫
野
来
１
丁
ｎ
３
番
８
号

　

種
利
世

　

間
ヰ ｕｌ９

年
３
月
２０

［
生

　

李
秀
烈

　

”
斜
ｕ ２６

年
１２

月
７
１ １

生
体
所

　

大
戦
中
中
央
区
内
淡
路

町
３
丁
ｎ
２
番
１５

一
７０４

　

　

櫨
幹
男

　

１ ＩＫ
和
５６

作
１
月
Ｓ ｏ

ｎ
生

． 伴
所

　

大
阪
中
東
体

鯛
〆こ
西
今
川
３
丁
１１
２９

番
１ ０

号

　

方
静

　

昭
和
製
作． ９

月
ｉ９

ｎ
生

　

孫
綾

班

　

平
成
」 ５

年
３
月
２９

ｎ
生

体
所

　

川
崎
中
中
原
区
木
月
４
丁
［
３２， 番

」４
一
２ ０２

号

　

票
元
耕

　

平
履
９
年
１ １

月
２９

ｎ
生

住
所

　

高
刻
県
四
万
ー
市
中
村
爽
町
３

」 ．
日
１１

最
１５

号 ‐

　

朴
杏
潤

　

昭
和
偽
年
７
月
１１

日
ノ！ ．

　

朴
サ

マ

　

平
成
２ ′１

年
１０

月
５

日
′’：

住
所

　

福
岡
市
城
南
区
堤
１
１ ．
日
９
番
１
一 ′ １０３

号

　

李
涼
了

　

昭
和
５ ９

年
５
月
１１

日
′１：

住
所

　

福
岡
市
東
区
香
椎
駅
東
３

ー ．
日
Ｔ３

曇
３９

一
１０５

号

　

李
縮

　

平
成

２
年
３

月
２３

日
′１

住
所

　

姿
刻
県
満
願
市
西
枇
杷
島
町
芳
野
３
」 ◆日

７ ０
露
地

　

１
７金
‐ｒ

型

　

平
成
３
年
８
月
１３

日
′ｌｒ

住
所

　

名
占
屋
中
′、 ｒｉ ｂ

区
大
字
上
志
段
味
？
竹
の
腰
３７ １

奮
地
１

檀
夢

良

　

１１
桝
ｕ ５

５
年
１０

月
２
２１ １

生

体
所

　

名
古
屋
市
西
区
山
水
１
丁
［
１ ５４

番
地

　

呉
静
子

　

昭
和
節） 年

５
月
２４

ｎ
生

体
所

福
岡
市
中
央
区
灘
３
丁
ｎ
７
番
１ ２

号

　

， 者
渡

朝
１ １
期
ｕ ｓｏ

年
２

月
３

ｎ
生



独立行政法人国立印刷局

（号外第２５１号）

ｍ
ｍ
目
皿
間
棚
次
皿
ｍ

〔省

　　

令
〕

○
労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一部
を
改
正
す
る

省
令

（厚
生
労
働
一
九
三
）

　　　　　　　　

一

　　

〔公

　　

告
〕

報

諸
事
項

裁
判
所

令和２年１２月２日

　

水曜日

破
産
、
免
責
、
再
生
関
係

　　　　　　　　　

二

地
方
公
共
団
体

　

教
育
職
員
免
許
状
失
効
、
行
旅
死
亡
人
関

係

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

一三

会
社
そ
の
他

会
社
決
算
公
告

　　　　　　　　　　　　　

一言

官

ー皿
皿
ー

　

省

　　　　　　　　　

令

ｍ
ｍ
…

○
厚
生
労
働
省
令
第
百
九
十
三
号

　

労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

（令
和
二
年
政
令
第
三
百
四
十
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に

労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令

（昭
和
四
十
七
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
第
十
八
条
第
二
号
及
び
第
十
八
条
の
二
第
二
号
の

規
定
に
基
づ
き
、
労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　

令
和
二
年
十
二
月
二
日

厚
生
労
働
大
臣

　

田
村

　

憲
久

ーーーー－



　

象
撃
淋
榊
躯
州
察
震
Ｓ
Ｉ
髭
却
料
尚
ヤ
嘩
細
くに

象
墓
湖
禍
離
州
寝
忌

（
蟹
憂
国
十
Ｐ
婚
家
８
綱
牛
斌
旧
十
日
険
）

Ｓ
Ｉ
鴇
弾
奏
Ｓ
照
Ｓ
Ｊ６，ｎ

ｕ
湛
問
わ
ＩＱ ｏ

済

　　　　　　　

日

　　　　　　　

率
洛

　　　　　　　　

問

　　　　　　　　

橿

涙
郡
撰
ー１

（
搬
Ｔ”

＋
※
′

　

総
１ｌｆ

十
図
紙
Ｓ
ＩＴ

霊
滋
）

　　　　　　　

零

　　　

総
ｍ
＋
蝶
〕
戦
般
ー
ぬ
檀
揮

激
震
宣
誓
葛
湯

き
警
に

　　　　　　　　　　　　　　

咽
（
囲

咽
に

一
へ

▲
）

　　　

▲
）

　　

（
空
）

　

て
ミ

ハ
ミ

★
□

★
然
． ・

趨
ト

ヘ

　

（
蜜
）

　

卑
１１

０
４
濁

び
滅

Ｍ
ｎ
一
ミ

　　　

ー
く

』
へ

喋
鵠

　　

１
，
に
一

銚
堵

堪

　

て
へ

へ

　　　　　　　　　　　　

（
婆
）

　　

（
盤
）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

蚕
隔
搬
ー
１
（
紙
↑ｔｌ

＋
※
′

　

熊
川
十
図
犠
Ｓ
ＩＩ

圏
堆
）

　　　　　　　　　　　　　　

櫓
ー ”

↓
盤
”
限
肌
ふ
の
加
加

　

法
１ーＴ

十
ｇ １

蝶
Ｓ
， ー

ｕ
疑
優
ト

　　　　　　　

尋

　　　　　　　　　

堀
川
十
…
”
ぱ
眠
Ｆ
叩
Ｗ
挫

　　

航
海

醐
（
湖
闘
て
一
型
， 、

　　　　　　　　　　　　　　　

咽
（
細

璃
て

一
型
′ 、

Ｊ‐ ）

　　　

▲
）

　　

（
醤
）

　

て
ミ

ハ
ミ

表
口

鮫
然
， 、

謹
ト

ハ

　

（
誉
）

　

卑
１ｌ

ｏ
ｄ

要

　　

（
湊
種
）

れ
′ 、

　　　　

－
㈱

　

（
空
）

零
熊

川
十
紙
豆
戦
機
一
ぬ
檀
揮

咽
（
囲
咽
に
一

へ
▲
）

撚
１１１

十
国
感

Ｓ
ＩＩ

夏
竪
優
お

加
俸
岨

（
圏
咽
て
一
望

人
▲
）

尋
搬
～”

＋
紙
豆
限
澱
も
母
檀
揮

咽
（
細
璃
て
一
型

、
ん
）

法
１ーＴ

十
ｇ １

紙
Ｓ
Ｉ ＩＩ Ｊ

疑
優
ト

航
海

醐
（
湖
闘
て
一
型
， 、

‐ Ｌ）

（
空
）

（
醤
）

て
ミ

ハ
ミ

★
□

★
然
． ・

趨
ト

ヘ

キ
１１

０
４
濁

（
蜜
）

て
ミ

ハ
ミ

表
口

鮫
然
， 、

謹
ト
′ 、

卑
１ｌ

ｏ
ｄ

要

（
誉
）

て
へ
；

ミ
ト

ミ
ｎ

ー
ミ

１
く

』
へ

喋
鵠

　　

１
，
に
一

銚
堵

堪
（
湊
種
）

て
へ

へ
（
婆
）

て
へ

ヘ

　　　　　　　　　

ー
（
瞥
）

（
盤
）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，
（
空
）

リ
Ｓ
細
くに

楚
′

　

家
裁
淋
州
擾
粁
雄
選
に

Ｓ
Ｔ
船
脚
畜
問
や
輝
樗
ｄに

（
本
展
１１

野
趣
４に

織
田
趣
圃
十
歯
）

Ｓ
檀
ぬ
Ｓ
ｍ

（４Ｆ
愛
川
肝
Ｔ
四
１
ｍ
）

受
小
濃
ヰ
←
ｉ Ｑ ｏ

破
産
手
続
開
始

　

次
の
破
産
事
件
に
つ
い
て
、

以
下
の
と
お
り
破
産
手
続

を
開
始
し
た
。

依
式
財
団
に
廃
す
る
財
産
の
所
持

皆
及
び

破
産
者
に
対
し
て
債
務
を
負
担
す
る
者
は
、

破
産
者
に
そ

の
財
産
を
交
付
し
‐

又
は
弁
済
を
し
て
は
な
ら
な
い

令
和
２
年

（
フ
）
・第

２
２
８
９
号

　

横
浜
市
保
－
ケ
谷
区
仏
向
町
１０５ ９

器
地
６３

　

債
務
者

　

株
式
会， 仕

ハ
ー
ベ
ス
ト
ホ
ー
ム

代
表
者
代
表
取
締
役

　

高
谷

　

・寺
１

　

決
定
ヰ
月
日
時

　

令
和
２
年
１ １

月
１７

日
Ｔ
後
ィ
時

２

　

ｋ
文

　

債
務．

都
に
）
い
て
依
高
手
続
を
開
始
す
る
．

３

　

破
盤
管
財
人

　

弁
護
セ

　

ベ
熊

　

・
毅

４

　

財
産
状
況
報
告
集
会
・
廃
’ ー．

意
見
聴
取
・
特
旨． 報

告

　

の
期

ｎ

　

令
和

３
年
１

月
２７

ｎ
午

前
１１

時
日）

分

　　　　　　　　

横
浜
地
方
裁
判
所
第
３
民
ふ
部

令
和
２
年

（
フ
Ｊ

　

第
２

４
３
５
号

　

俵
浜
中
南
区
中
学
３
丁
ｎ
３
番
地
１」

一
瀬
８
号

　

債
務
音

株
式
公
刊． Ｌｒ

ブ

　

代
表． 考

代
表
取
締
役

　

海， 老
名

　

仁
１

　

決
定
年
月

ｎ
時

・含
和
２
年
１１

月
１７

ｎ
午
後
４
時

２

　

主
文

債
務
者
に
つ
い
て
歌
嵯
丁‐
紘
を
開
始
す
る

３

　

依
直
管
財
人

　

弁
綾
上

　

宍
戸

　

留
美

ィ

　

財
産
状
批
報
貧
集
会
・
廃
止
意
見
聴
取
・
Ｊ１ ・豆

報
告

　

の
期
ｎ

　

令
和
３
年
２
月
３
ｎ
午
前
１０

時
３０

分

　　　　　　　　

横
浜
地
方
裁
判
所
第
３
民
事
部

令
和
２
年

（
フ

　

第
１

０
５
６
号

　

‘ｆ ”
台
中
宮
城
野
区
福
岡
２

ｉ
甘

３
ー
ｔ・ １

－
２０ ２

債
務
者

　

株
式
会
社
Ｐ．

Ｍ．
Ｄ
．

代
表
音
代
表
取
締
役

　

． 奥
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ラベル表示・ＳＤＳ交付・リスクアセスメントの対象に　

「
　

たＬ「ペンジルアルコール」 が追加されました
令和３年１月１日以降は、 ペンジルアルコールについて、鷹ｇｒが！童謡粥となります。
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晒

　

譲渡・提供時の 【容器等へのラベル表示】譲
譲
事

渡
渡
業

提
に
供
お

の
の
る

・灘轍綱鵬，
鱈 霊 －

　　

脊
一
へのきベル 示１

　

－
１，電離塾醗酵 欄 事業場における 【リスク夢セメメ》トの実施】

　

′、

ペンジルアルコールを含む製品を１凝り話そ，みそ演じお，，ｒは …

　　　　　　　　

別添２

　

◆ ペンジルアルコールを１％以上含む製品を販売等する場合は、その容器または包装に危険有害性

　　　

を示す絵表示 （ＧＨＳマーク）、 人体に及ぼす作用、 取扱い上の注意、 会社名などを；メバルまき：験す

　　　

るとともに、 ぎみイさジー“′″′

　

，ｌｉ，（Ｆ；…－漂蕩

　

な嘉一；慨する必要があります。

　　　

※施行日時点で容器に入れ又は包装されている製品については、ラベル表示は令和３年６月３０日まで猶予されます。

ペンジルアルコールを含む製品を鯖矧げ÷ぎみ隠さず誓は …

◆ 容器等の′ノーベガ１１こ危険有害性を示す総滋無 恥ｉＥ跨ぎゼー

　

タ》＃樋 川ク縞 馬鮫ｉＥ１；・！ヒ
トメ

　

カ一等から提供されるダニを｝急デ

　

メプ′ノーゑ１１ト，《『薄めｆふ》

　

お酢翻し、 人体に及ぼす作用や取扱い上の注意

　

を把握しましょう。
◆

　

ＳＤＳ等の情報を基に、 その化学物質の取扱い業務について＝』！も功メド逓送ｒ‐ク１ｉセメド，まい、 マスク装

　

着や換気装置の設置など斜国旗精読ゴお話難易ゐよう努めましょう。

＜ペンジルアルコールの危険性・有害性と必要な対策＞
※該当物質の含有率が裾切値未満のものは対象となりません

　　

物質名

ペンジルアルコール

飲み込むと有害
皮膚に接触すると有害

一

　　　　　　　　　　　　　　　　　

－

　

－ － －・＝

　　

－－．－ －－－．

　

・

　

・ ゴ
ー弓． ラベルに表示すべ 訂‐

　

－

　　　　

…

　　　　

絵 表 示

　　　　

，

ＳＤＳ交付
リスクアセスメント

強い眼刺激
眠気又はめまいのおそれ
中枢神経系、腎臓の障害
長期にわたる、又は反復ばく露による中枢神経系
の障害－

　　　　　

Ｌの障害

容器を密閉しておくこと。

取扱後はよく手を洗うこと。
この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。

粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。

　

…

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．
保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。

　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　 　　

屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。
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・

煙幕もい｛》

　

ラベル表示等の対象こえ・ドンｆＴ，ごと考証．ｇ１山
岳｝キー豪雪際物》輪郭；臨席譲れきざ溺そ
ぎｔ洋髪・三瀬．ムキドｑゾ．パー“影）ます。
ノン、回迫力言だ、オーノ‘‐ニベニメｒ－》ノーダメルニ１，‐ル｛も ぎｒ
が【÷ス．ｉ：←）て，

．いるず抜けムー：てドザの 標

　

ｉＥ耐乏′Ｇ．キ‐”

り 厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署



ナ
－－

橋梁塗膜除去工事や石綿除去工事などを行う作業者に

剥離剤による中毒が多発しています！
ラベル・ＳＤＳ （安全データシート） を確認し、適切な対策を

　　　　　　

」

（ジク□□メタン、ペンジル

十
一
剥離剤を使用した塗膜の除去作業中に、剥離剤に含まれる有害物 （ジク□□メタン
アルコ．ルなど）を吸し、込み、意識不明、視覚障害等となる事案が多発しています。
法令で規制されてし、なし、物質でも、人体に有害なもの（中枢神経への毒性だけでなく、発
がん性、生殖毒性を有するもの、化学火傷を生ずるものなど）もありますので、剥離剤を使
用する場合は、以下の対策を講じるようにしましょう。

　　　　　　　　　　　　　

別添３

① ラベル・ＳＤＳの入手・確認
． 使用する剥離剤の容器に表示されているラベル、添付されてし、るＳＤＳを確認※

　

※特に危険有害情報、取扱し、および保管上の注意、ぼく露防止および保護措置を確認

● ＳＤＳが添付されてし、ない場合は、販売店舗またはメーカーから取り寄せる

．ＳＤＳを入手できなし、製品の使用は避ける

②ＳＤＳの情報に基づし、てばく露防止措置を実施
●ＳＤＳに記載されてし、るぼく露防止および保護措置を確実に実施
● ＳＤＳを入手できない製品をやむを得ず使用する場合は、有害物が含まれているものとみなして適切な呼吸

用保護具、保護眼鏡、不浸透性の保護手袋・保護衣などを使用
Ｅ注意１防毒マスクを使用していても、吸収缶が破過して中毒となっている事案が発生してし、ます！

● 作業場所をビニルシートなどで覆って通風が不十分な場合は、排気装置を設けるなど、作業場所の有害物

　

の濃度を低減させる対策を実施

剥離剤に含まれる主な物質の有害性とぼく露防止対策
（注）他にも様々な有害物が含まれてし、るので、以下の物質を含まなし、場合も対策は必要です

ｒペンジルアルコール ※ラ

　　　

※ラベル・ＳＤＳ義務対象物質 ｆニ

　　

ジ
ー‐

ジク□□メタン ※特定化学物質

う 厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

有
害
性

・中枢神経系、腎臓に障害
・強し、眼刺激
・眠気またはめまいのおそれ
・飲み込むまたは皮膚に接触すると有害

主
な
対
策

・剥離剤の吹き付け等では洪気マ乙クを使用
・かき落とし作堂では送気マスク又は防じん図
能を有する防毒マスクを使用 （吸収缶の破
過に注意）

・保護眼鏡、不浸透性の保護衣、保護手袋、
保護長靴の使用

・作業場所の通風が不十分な場合の排気装
置の設置など

・発がんのおそれ
・中枢神経系、呼吸器、肝臓、生殖器に障害
・強い眼刺激、皮膚刺激
・眠気またはめまいのおそれ
・吸入すると有害

－十
一

・剥離剤の吹き付け等要は選気マスク又は防
毒マスクを使用 （吸収缶の破過に注意）

・かき落とし作業では狭気マスク又は防じん機
能を有する防童マスクを使用（吸収缶の破
過に注意）

・保護眼鏡、不浸透性の保護衣、保護手袋、
保護長靴の使用

・作業場所の通風が不十分な場合の排気装置
の設置など




